
～ 西予市 被災中⼩企業・⼩規模事業者対策 ～ 

         

  
 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 

経営に関する事であればなんでも可能です！ 

10：30～16：00  
※状況により変更される場合がありますのでご了承ください 

月曜日～金曜日（祝・祭日を除く） 

西予市役所 野村支所内 愛媛県産業復興支援室 西予オフィス 
（西予市野村町野村 12 号 619 番地：野村林業総合センター 3 階） 

会 場

内容 

 

 

 

経営再建に向けた相談 
に対応いたします!! 

愛媛県よろず支援拠点 【特別経営相談窓口の設置】 

時間 

ご相談のお申込・お問合せ先 

  
西予市役所 産業部 経済振興課 

電話：0894-62-6408  FAX：0894-62-6542 

 

・ 経営上のあらゆるご相談に 何度でも無料で対応します！ 

・ どんなに小さな想いでも OK！多様な分野の専門家が相談に対応します 

・ ご相談に応じた 実現可能な提案をいたします！  

愛媛県よろず支援拠点とは、国が設置した経営相談所です。 

・ 資金繰りを相談したい 

・ 今後の販路を相談したい 

・ グループ補助金や小規模事業者持続化補助金の相談をしたい 

・ 従業員の事を相談したい 

・ 何から手を付けて良いかわからないので相談したい 

・ 経営を再建したい  

担当者：武内 


